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排水設備工事費の助成制度による収支見込み

特定環境保全公共下水道（西処理区）

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

ＣＰあり 23 17 10 7 14 3 3 3
ＣＰなし 5 5 5 5 5 5 5 5

差 18 12 5 2 9 △ 2 △ 2 △ 2

助成金額（千円） 2,300 1,700 1,000 700 1,400

ＣＰあり 56,100 57,000 57,700 57,900 58,600 58,800 59,000 59,100
ＣＰなし 55,250 55,590 56,060 56,160 56,440 56,730 57,030 57,220

差 850 1,410 1,640 1,740 2,160 2,070 1,970 1,880
ＣＰあり 55,321 55,421 55,501 55,521 55,601 55,621 55,641 55,641
ＣＰなし 53,021 53,721 54,501 54,821 54,201 55,621 55,641 55,641

差 2,300 1,700 1,000 700 1,400 0 0 0
ＣＰあり 101.4 102.8 104.0 104.3 105.4 105.7 106.0 106.2
ＣＰなし 104.2 103.5 102.9 102.4 104.1 102.0 102.5 102.8

コミュニティ・プラント（別府処理区）

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

ＣＰあり 35 26 15 11 21 5 5 5
ＣＰなし 8 8 8 8 8 8 8 8

差 27 18 7 3 13 △ 3 △ 3 △ 3

助成金額（千円） 3,500 2,600 1,500 1,100 2,100

ＣＰあり 47,270 48,490 49,200 49,720 50,720 50,950 51,190 51,430
ＣＰなし 46,000 46,380 46,760 47,140 47,520 47,900 48,280 48,660

差 1,270 2,110 2,440 2,580 3,200 3,050 2,910 2,770
ＣＰあり 57,000 56,130 55,060 54,690 55,720 53,650 53,680 53,680
ＣＰなし 53,500 53,530 53,560 53,590 53,620 53,650 53,680 53,680

差 3,500 2,600 1,500 1,100 2,100 0 0 0
ＣＰあり 82.9 86.4 89.4 90.9 91.0 95.0 95.4 95.8
ＣＰなし 86.0 86.6 87.3 88.0 88.6 89.3 89.9 90.6

経費回収率（％）

経費回収率（％）

下水道使用料（千円）

助成金キャンペーン（ＣＰ）期間

助成金キャンペーン（ＣＰ）期間

コミ・プラ使用料（千
円）

下水道接続件数

コミ・プラ接続件数

維持管理費（千円）

維持管理費（千円）



 

   瑞穂市パブリックコメント手続実施要綱 

平成２０年３月２７日 

告示第４３号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、瑞穂市の基本的な政策等の形成過程における市民の市政参加を促進

し、市民との協働のまちづくり及び公正で民主的な市政の推進に資するために実施する

パブリックコメント手続に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）パブリックコメント手続 市の基本的な政策等の意思決定に当たり、その趣旨、目

的、案等を公表し、広く市民等から意見を求め、提出された意見の概要及び当該意

見に対する市の考え方を公表するとともに、提出された意見を参考にして意思決定

を行う一連の手続をいう。 

（２）市民等 次に掲げるものをいう。 

ア 市内に住所を有する者 

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

エ 市内に存する学校に在学する者 

オ パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの 

 （対象） 

第３条 パブリックコメント手続の対象となる政策等（以下「政策等」という。）は次に

掲げるものとする。 

（１）市の基本方針を定める行政計画や構想の策定及びこれらの重要な改廃 

（２）市の基本的な制度を定める条例の制定又は重要な改廃 

（３）市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃 

（４）市民等が利用する大規模な公の施設及び地域の開発に係る基本的な計画 

（５）前各号に掲げるもののほか、市が、市民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと

認める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメン

ト手続を実施しないことができる。 

（１）金銭の賦課徴収に関するもの 

（２）迅速又は緊急を要するもの 

（３）軽微な内容のもの 

（４）法令等の改廃による条例の制定又は改廃 

（５）法令等の規定に基づき、広く市民等から意見聴取するもの 

 （政策等の案の公表） 

第４条 市が、前条の規定によりパブリックコメント手続を実施する場合は、政策の案又

は概要（以下「政策の案等」という。）を公表するものとする。 

２ 市は、前項の規定により政策の案等を公表するときは、併せて次に掲げる事項及び資

料を公表するものとする。ただし、瑞穂市情報公開条例（平成１５年瑞穂市条例第８



 

号）第７条に規定する非公開情報については、公表しない。 

（１）政策の案等を作成した趣旨及び目的 

（２）政策の案等に関連する資料 

 （公表方法） 

第５条 前条の規定による公表は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとす

る。 

（１）市のホームページへの掲載 

（２）市の担当窓口における閲覧又は配布 

（３）前２号に掲げるもののほか、市が適当と認める方法 

２ 市は、パブリックコメント手続を実施する場合は、その旨を市広報紙へ掲載する等し

て、広く市民等に周知を図るものとする。 

 （意見の提出期間及び提出方法） 

第６条 意見の提出期間は、政策の案等を公表した日から概ね３０日とする。ただし、緊

急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見の提出期間を

短縮することができる。 

２ 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。 

（１）市が指定する場所への書面の提出 

（２）郵便 

（３）ファクシミリ 

（４）電子メール 

（５）前各号に掲げるもののほか、市が認める方法 

３ 意見を提出しようとする市民等は、住所及び氏名（法人その他の団体にあっては、所

在地及び名称）を明らかにするものとする。 

 （意見の取扱い及び公表） 

第７条 市は、前条の規定により提出された意見を参考にし、政策等の意思決定を行うも

のとする。 

２ 市は、前条の規定により提出された意見の概要及び当該意見に対する市の考え方並び

に政策等に係る意思決定の内容を公表するものとする。 

３ 第４条第２項ただし書き及び第５条の規定は、前項の公表について準用する。 

 （一覧表の作成等） 

第８条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況の一覧表を作成し、市のホームペー

ジに掲載するとともに、市の窓口において市民等の閲覧に供するものとする。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際、現に立案の過程にある政策等については、この告示の規定は適

用しない。ただし、可能な限り本手続に準じた手続を経ることとする。 



下水道事業の経営改善方策案のパブリックコメントについて（案） 

 

 瑞穂市特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業

の経営改善方策案について、市民のみなさまからご意見を募集いたします。 

 

 募集期間  ２／１（金）～２／２８（木）必着 

 資料閲覧場所  穂積庁舎総合案内、巣南庁舎入口付近又は市ホームページ 

 募集対象者  市内に在住・在勤・在学のかた、市内に事務所または事業所がある個人・ 

法人・団体、下水道事業に利害関係を有するかた 

 提出方法  次のいずれかの方法で提出してください。 

       ◆書面提出  穂積庁舎総合案内または下水道課（巣南庁舎） 

       ◆郵送  〒５０１－０３９２ 

            瑞穂市宮田３００番地２ 

            瑞穂市役所巣南庁舎環境水道部下水道課 

       ◆ＦＡＸ ０５８－３２７－２１２７ 

       ◆電子メール gesui@city.mizuho.lg.jp 

 記載内容  方策に対する意見、氏名、住所（市外のかたは勤務地または通学先の住所地） 

       連絡先を記載のうえ、ご提出ください。 

mailto:gesui@city.mizuho.lg.jp

